
北海道告示第 10402 号  

 

  国土地理院長から、次のとおり基本測量を実施する旨、測量法（昭和 24 年

法律第1 8 8号）第 14 条第１項の規定による通知があった。  

 

    令和６年３月７日  

 

                              北海道知事  鈴木 直道  

 

１ (1) 作業種類   基本測量（重力測量） 

   (2) 作業期間   令和６年２月 13 日から令和６年３月 31 日まで 

  (3) 作業地域   千歳市 

  (4) 実施機関  国土地理院長 

 

２ (1) 作業種類   基本測量（空中写真撮影） 

   (2) 作業期間   令和６年４月 19 日から令和７年３月 31 日まで 

  (3) 作業地域   旭川市、赤平市、士別市、滝川市、砂川市、深川市、樺戸

郡新十津川町、雨竜郡妹背牛町、雨竜郡秩父別町、雨竜郡

雨竜町、雨竜郡北竜町、雨竜郡沼田町、上川郡鷹栖町、上

川郡東神楽町、上川郡当麻町、上川郡比布町、上川郡愛別

町、上川郡上川町 

  (4) 実施機関  国土地理院長 

 

３ (1) 作業種類   基本測量（電子基準点測量及び機動観測） 

   (2) 作業期間   令和６年４月１日から令和７年３月 31 日まで 

  (3) 作業地域   北海道内（一部地域除く）  

  (4) 実施機関  国土地理院長 

 


